


取材申請書兼映像利用許諾申請書

公益財団法人日本少年野球連盟
会長　大冨　　肇　殿

申請日：　　　年　　月　　日

１．申請者

2  会社名：
② 代表者名：（責任者の肩書と署名）
③ 所在地：
④ 担当部署：
⑤ 担当者名：
⑥ 電話番号：
⑦ メールアドレス：

２．取材および映像利用の目的

本申請は、以下の目的に基づき取材および映像利用の許可を申請いたします。

1 番組名：
2 放送局名：
3 放送予定日時：
4 番組内容・企画趣旨・目的（詳細に記載）：
5 取材対象チーム：
6 大会名：
⑦ 使用希望映像：
（例：貴団体主催大会映像／YouTube配信映像 等）

３．取材・撮影内容の詳細

① 取材日時：
② 取材場所：
③ 取材方法（現地撮影／既存映像利用 等）：
④ 取材対象者（選手・指導者・保護者 等）：


４．肖像権・プライバシー保護に関する遵守事項

申請者は、以下の事項を厳守することを誓約します。

1 未成年を含む選手・関係者の肖像権およびプライバシー権を最大限尊重すること
2 公益財団法人日本少年野球連盟が事前に許諾した範囲を超える映像利用・編集を行わないこと
3 個人が特定される情報（氏名・学校名等）の取り扱いについては、事前承認を得ること
4 誹謗中傷、名誉毀損、または誤解を招く編集・演出を行わないこと
5 SNS・インターネット等への二次利用は、別途書面による承諾を得ること
6  提供映像の第三者への再提供・販売を行わないこと

５．映像利用に関する条件

1 使用できる映像は、公益財団法人日本少年野球連盟が許可した範囲に限定する
2 映像の改変（過度な編集・切り取り等）は事前承認を要する
3 クレジット表記（例：「映像提供：公益財団法人日本少年野球連盟」）を行うこと
4 利用期間は放送および当該番組に関連する範囲に限定する

６．公益財団法人日本少年野球連盟の権利

1 取材内容・放送内容について事前確認を求める権利を有する
2 不適切と判断した場合、取材または映像利用の許可を取り消すことができる
3 取材当日の立会いおよび制限を行う権利を有する

７．禁止事項

以下の行為は禁止とする。

1 営利目的での無断二次利用
2 政治的・宗教的利用
3 団体・選手の評価を不当に損なう内容の使用
4 事実と異なる内容の編集・演出

８．事故・トラブル時の責任および賠償

1 本取材および映像利用に起因して発生した紛争・損害については、申請者が一切の責任を負う
2 公益財団法人日本少年野球連盟、選手、保護者に損害が生じた場合、申請者はその損害を賠償する責任を負う
3 第三者との紛争が発生した場合も、申請者の責任において解決する

９．秘密保持

取材を通じて知り得た個人情報および内部情報について、第三者に漏洩しないこと

１０．同意および署名

本申請書の内容を理解し、遵守することに同意します。

申請者
会社名：
代表者名：　　　　　　　　　　　印


【公益財団法人日本少年野球連盟記入欄】
承認日：　　　年　　月　　日
承認者：
条件付与事項：




肖像権・同意取得に関する特約条項

1 肖像権・パブリシティ権等の同意取得責任
申請者（テレビ局等）は、本件取材および放送に際し、出演・映像に含まれるすべての選手、指導者、保護者その他関係者について、必要な肖像権、プライバシー権、パブリシティ権その他一切の権利処理を、自らの責任と費用において行うものとする。
特に未成年者については、親権者等法定代理人の明確な同意を取得するものとする。
公益財団法人日本少年野球連盟が関係者から取得している「YouTube配信に関する同意」は、あくまで当該プラットフォームにおける配信に限定されるものであり、テレビ放送、番組利用、二次利用等を包含するものではないことを、申請者は十分に理解し、これを前提として対応するものとする。
申請者は、前項に基づく同意取得状況について、公益財団法人日本少年野球連盟から求めがあった場合には、書面または電磁的記録により回答するものとする。

（補足）団体の関与範囲の明確化
公益財団法人日本少年野球連盟は、所属選手・保護者等の個別同意取得について、原則として関与・仲介義務を負わないものとする。
ただし、円滑な運営のために必要な範囲で、連絡調整等の協力を行う場合があるが、これは法的責任を伴うものではない。

（違反時の措置）
申請者が本条項に違反した場合、公益財団法人日本少年野球連盟は直ちに取材・映像利用の中止、放送差止め、または是正措置を求めることができる。
当該違反により、公益財団法人日本少年野球連盟または所属選手・保護者等に損害が生じた場合、申請者はその一切の損害（弁護士費用を含む）を賠償する責任を負う。

（免責）
申請者による権利処理の不備に起因する紛争については、公益財団法人日本少年野球連盟は一切の責任を負わない。
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